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発行形式

手数料

制度周知・広報

他自治体
との連携

活用先
（行政・
民間事業者）

（仮称）パートナーシップ宣誓制度骨子案

【制度骨子】

項　　目 事務局素案

根拠法令 （仮称）町田市性の多様性尊重条例

制度名称 （仮称）町田市パートナーシップ宣誓制度

制度の概要
パートナーシップ宣誓をしようとする双方が、市の窓口にて宣誓書及び必要書類
等を提出し、市はこの宣誓に対して、パートナーシップ宣誓受理証明書を発行す
る

制度の対象者
双方が民法上の成年であって、一方又は双方が性的マイノリティの方
※一方が市内に住所を持っている（その予定である）こと

制度開始時期 ２０２３年３月までを目標とする

証
明
書
等

（仮称）パートナーシップ宣誓受理証明書

 A ４ サイズ（保管用）及びカード方式（携帯用）

無料

活
用
等

制度の周知を並行して、性の多様性を尊重する意識の浸透についての取組を
行う

東京都、近隣自治体との連携を順次進めていく

市営住宅の入居申し込み（制度開始と同時に可とする）
その他、内部検討や民間事業者への働きかけを行う
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